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は研修は研修は研修は研修修了証明書の写し修了証明書の写し修了証明書の写し修了証明書の写し    

●●●●住民票住民票住民票住民票の写し（住民票抄本）の写し（住民票抄本）の写し（住民票抄本）の写し（住民票抄本）及及及及

び市税に滞納がないことを示び市税に滞納がないことを示び市税に滞納がないことを示び市税に滞納がないことを示

す証明書、または個人情報のす証明書、または個人情報のす証明書、または個人情報のす証明書、または個人情報の

利用に係る同意利用に係る同意利用に係る同意利用に係る同意書書書書    

 

助成金申込受理助成金申込受理助成金申込受理助成金申込受理通知書を受領通知書を受領通知書を受領通知書を受領 

助成金申込受理通知助成金申込受理通知助成金申込受理通知助成金申込受理通知日以降、日以降、日以降、日以降、

市内の介護施設等で３か月市内の介護施設等で３か月市内の介護施設等で３か月市内の介護施設等で３か月    

以上就労以上就労以上就労以上就労    

 
助成金助成金助成金助成金交付決定兼交付決定兼交付決定兼交付決定兼交付額交付額交付額交付額確定確定確定確定

通知書を受領通知書を受領通知書を受領通知書を受領    

提出書類を審査提出書類を審査提出書類を審査提出書類を審査    

助成金申込書を受領助成金申込書を受領助成金申込書を受領助成金申込書を受領    

    

助成金申込受理通知書を送付助成金申込受理通知書を送付助成金申込受理通知書を送付助成金申込受理通知書を送付    

請求書を介護保険課に提出請求書を介護保険課に提出請求書を介護保険課に提出請求書を介護保険課に提出     請求書の受領請求書の受領請求書の受領請求書の受領    

助成金交付決定兼交付額確定助成金交付決定兼交付額確定助成金交付決定兼交付額確定助成金交付決定兼交付額確定    

通知書を送付通知書を送付通知書を送付通知書を送付 

請求書記載の口座請求書記載の口座請求書記載の口座請求書記載の口座へ助成金をへ助成金をへ助成金をへ助成金を    

入金入金入金入金    

    

助成金助成金助成金助成金の入金を確認の入金を確認の入金を確認の入金を確認    

 

生駒市介護職員初任者研修受講生駒市介護職員初任者研修受講生駒市介護職員初任者研修受講生駒市介護職員初任者研修受講就労就労就労就労支援事業の流れ支援事業の流れ支援事業の流れ支援事業の流れ    

令和令和令和令和６６６６年３月３１日までに年３月３１日までに年３月３１日までに年３月３１日までに    助助助助

成金交付申請書に下記書類を成金交付申請書に下記書類を成金交付申請書に下記書類を成金交付申請書に下記書類を    

添付して、添付して、添付して、添付して、介介介介護保険課に提出護保険課に提出護保険課に提出護保険課に提出    

●●●●就業証明書就業証明書就業証明書就業証明書    

●●●●研修研修研修研修修了修了修了修了を証する書類の写しを証する書類の写しを証する書類の写しを証する書類の写し

((((申込時申込時申込時申込時、研修受講中の方のみ、研修受講中の方のみ、研修受講中の方のみ、研修受講中の方のみ))))    

●●●●研修受講料等の領収書研修受講料等の領収書研修受講料等の領収書研修受講料等の領収書か支払か支払か支払か支払

額証明書額証明書額証明書額証明書    


